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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不飽和ポリエステル樹脂、エポキシ（メタ）アクリレート樹脂、ウレタン（メタ）アク
リレート樹脂及びポリエステル（メタ）アクリレート樹脂からなる群より選ばれる１種以
上のラジカル重合性樹脂（Ａ）、（メタ）アクリロイル基を有するラジカル重合性単量体
（Ｂ）、アリルエステル化合物（Ｃ）、及び融点が４３～７２℃の範囲である石油ワック
ス（Ｄ）を含有し、前記アリルエステル化合物（Ｃ）の使用割合が、前記ラジカル重合性
樹脂（Ａ）と前記ラジカル重合性単量体（Ｂ）と前記アリルエステル化合物（Ｃ）の合計
質量に対して１～１０質量％の範囲であることを特徴とするラジカル重合性樹脂組成物。
【請求項２】
　前記アリルエステル化合物（Ｃ）が、ジアリルフタレートである請求項１に記載のラジ
カル重合性樹脂組成物。
【請求項３】
　前記ラジカル重合性単量体（Ｂ）が、フェノキシエチル（メタ）アクリレート、ジシク
ロペンテニルオキシエチル（メタ）アクリレート及びジシクロペンテニル（メタ）アクリ
レートからなる群より選ばれる１種以上である請求項１又は２に記載のラジカル重合性樹
脂組成物。
【請求項４】
　前記石油ワックス（Ｄ）の使用割合が、前記アリルエステル化合物（Ｃ）１００質量部
に対して１～３５質量％の範囲である請求項１～３のいずれか１項に記載のラジカル重合
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性樹脂組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、常温での硬化特性に優れるラジカル重合性樹脂組成物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　道路用防水材や道路用舗装材等の土木建築材には、例えば、下地であるコンクリート等
が亀裂を起こしてもそれに追従して美観や性能を低下させないために、従来より被覆層が
設けられている。該被覆層としては、下地に追従するための引張伸び率や引張り強度等の
引張り物性を具備していることが好ましい。
【０００３】
　前記引張り特性を具備する被覆層用材料としては、例えば、１分子中に２個以上の重合
性不飽和二重結合を有する重合性不飽和樹脂と、ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレー
トと、１分子中に１個以上のシクロヘキセン環と２個以上のアリルエーテル基を有する常
温で液状の不飽和化合物とを含有することを特徴とする硬化性不飽和樹脂組成物が知られ
ている（例えば、特許文献１を参照。）。
【０００４】
　前記被覆層用材料は、優れた引張り特性を有しているため、下地であるコンクリート等
がひび割れ等を起こしても、道路等の強度が低下せず道路の長期耐久化に寄与するもので
ある。しかしながら、前記したような被覆層を設けるためには、施工時の常温環境下で被
覆層用材料が硬化することが求められる。前記被覆層用材料によれば、実用上使用可能レ
ベルの常温硬化性を具備しているが、近年の施工時間の更なる短縮化要求を受け、更に常
温硬化性を向上した材料が求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－４０９４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、常温硬化性に優れるラジカル重合性樹脂組成物を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者等は、前記課題を解決すべく研究を進める中で、ラジカル重合性樹脂と組合せ
用いるラジカル重合性単量体に着目し、鋭意研究を進めた。
　その結果、アリルエステル化合物を特定量用いた場合に限り、引張り物性及び常温硬化
性が良好なラジカル重合性樹脂組成物が得られることを見出し、本発明を完成するに至っ
た。
【０００８】
　即ち、本発明は、不飽和ポリエステル樹脂、エポキシ（メタ）アクリレート樹脂、ウレ
タン（メタ）アクリレート樹脂及びポリエステル（メタ）アクリレート樹脂からなる群よ
り選ばれる１種以上のラジカル重合性樹脂（Ａ）、（メタ）アクリロイル基を有するラジ
カル重合性単量体（Ｂ）、アリルエステル化合物（Ｃ）、及び融点が４３～７２℃の範囲
である石油ワックス（Ｄ）を含有し、前記アリルエステル化合物（Ｃ）の使用割合が、前
記ラジカル重合性樹脂（Ａ）と前記ラジカル重合性単量体（Ｂ）と前記アリルエステル化
合物（Ｃ）の合計質量に対して１～１０質量％の範囲であることを特徴とするラジカル重
合性樹脂組成物を提供するものである。
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【発明の効果】
【０００９】
　本発明のラジカル重合性樹脂組成物は、アリルエステル化合物を特定量用いることによ
り。常温硬化性に優れるものである。また、本発明のラジカル重合性樹脂組成物は、引張
り強度や引張り伸び率等の引張り物性にも優れ、また、低臭性にも優れるものである。
　従って、本発明のラジカル重合性樹脂組成物は、土木、建築、鉄道、道路等の分野にお
いて好適に使用することができる。なかでも、道路用舗装材や道路用防水材、床材等に特
に好適に使用することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　前記不飽和ポリエステル樹脂は、例えば、α、β－不飽和二塩基酸を含む二塩基酸と多
価アルコールとを反応させて得られるものである。
【００１１】
　前記α、β－不飽和二塩基酸としては、例えば、マレイン酸、無水マレイン酸、フマル
酸、イタコン酸、無水イタコン酸等を用いることができる。
【００１２】
　その他の二塩基酸としては、飽和二塩基酸を用いることができ、例えば、フタル酸、無
水フタル酸、ハロゲン化無水フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、テトラヒドロフタ
ル酸、テトラヒドロ無水フタル酸、ヘキサヒドロフタル酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、
ヘキサヒドロテレフタル酸、ヘキサヒドロイソフタル酸、コハク酸、マロン酸、グルタル
酸、アジピン酸、セバシン酸、１，１２－ドデカン２酸，２，６－ナフタレンジカルボン
酸、２，７－ナフタレンジカルボン酸、２，３－ナフタレンジカルボン酸、２，３－ナフ
タレンジカルボン酸無水物、４，４’－ビフェニルジカルボン酸、またこれらのジアルキ
ルエステル等を用いることができる。
【００１３】
　前記多価アルコールとしては、例えば、エチレングリコ－ル、ジエチレングリコ－ル、
トリエチレングリコ－ル、ポリエチレングリコ－ル、プロピレングリコ－ル、ジプロピレ
ングリコ－ル、ポリプロピレングリコ－ル、２－メチル－１，３－プロパンジオ－ル、１
，３－ブタンジオ－ル、ネオペンチルグリコ－ル、水素化ビスフェノ－ルＡ、１，４－ブ
タンジオ－ル、ビスフェノ－ルＡとプロピレンオキシドまたはエチレンオキシドの付加物
、１，２，３，４－テトラヒドロキシブタン、グリセリン、トリメチロ－ルプロパン、１
，３－プロパンジオ－ル、１，２－シクロヘキサングリコ－ル、１，３－シクロヘキサン
グリコ－ル、１，４－シクロヘキサングリコ－ル、１，４－シクロヘキサンジメタノ－ル
、パラキシレングリコ－ル、ビシクロヘキシル－４，４’－ジオ－ル、２，６－デカリン
グリコ－ル、２，７－デカリングリコ－ル等を用いることができる。
【００１４】
　また、前記不飽和ポリエステル樹脂としては、空乾性付与型不飽和ポリエステル樹脂を
用いてもよい。
【００１５】
　前記の空乾性付与型不飽和ポリエステル樹脂は、例えば、二塩基酸成分として環状脂肪
族不飽和多塩基酸及びその誘導体を含有する化合物を用いたもの、多価アルコール成分と
してアリルエーテル基を有するヒドロキ化合物を用いたもの、ジシクロペンタジエン系化
合物を用いたもの、乾性油としてアマニ油及び桐油を用いたもの等を用いることができる
。
【００１６】
　前記環状脂肪族不飽和多塩基酸及びその誘導体としては、例えば、テトラヒドロ無水フ
タル酸、メチルテトラヒドロ無水フタル酸、エンドメチレンテトラヒドロ無水フタル酸、
α－テルピネン・無水マレイン酸付加物、トランス－ピペリレン・無水マレイン酸付加物
等を用いることができる。
【００１７】
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　前記アリルエーテル基を有するヒドロキシ化合物としては、例えば、エチレングリコー
ルモノアリルエーテル、ジエチレングリコールモノアリルエーテル、トリエチレングリコ
ールモノアリルエーテル、ポリエチレングリコールモノアリルエーテル、プロピレングリ
コールモノアリルエーテル、ジプロピレングリコールモノアリルエーテル、トリプロピレ
ングリコールモノアリルエーテル、ポリプロピレングリコールモノアリルエーテル、１，
２－ブチレングリコールモノアリルエーテル、１，３－ブチレングリコールモノアリルエ
ーテル、ヘキシレングリコールモノアリルエーテル、オクチレングリコールモノアリルエ
ーテル、トリメチロールプロパンジアリルエーテル、グリセリンジアリルエーテル、ペン
タエリスリトールトリアリルエーテル等を用いることができる。
【００１８】
　前記エポキシ（メタ）アクリレート樹脂は、ビスフェノール型エポキシ樹脂単独又はビ
スフェノール型エポキシとノボラック型エポキシ樹脂とを混合したエポキシ樹脂と、不飽
和一塩基酸とを反応して得られるものである。
【００１９】
　前記ビスフェノール型エポキシ樹脂としては、例えば、エピクロルヒドリンとビスフェ
ノールＡ若しくはビスフェノールＦとの反応により得られる１分子中に２個以上のエポキ
シ基を有するグリシジルエーテル型エポキシ樹脂、メチルエピクロルヒドリンとビスフェ
ノールＡ若しくはビスフェノールＦとを反応させて得られるジメチルグリシジルエーテル
型エポキシ樹脂、ビスフェノールＡのアルキレンオキサイド付加物とエピクロルヒドリン
若しくはメチルエピクロルヒドリンとを反応させて得られるエポキ樹脂等を用いることが
できる。
【００２０】
　前記ノボラックタイプ型エポキシ樹脂としては、例えば、フェノールノボラック又はク
レゾールノボラックと、エピクロルヒドリン又はメチルエピクロルヒドリンとを反応させ
て得られるエポキシ樹脂等を用いることができる。
【００２１】
　前記不飽和一塩基酸としては、例えば、（メタ）アクリル酸、桂皮酸、クロトン酸、モ
ノメチルマレート、モノプロピルマレート、モノブテンマレート、ソルビン酸、モノ（２
－エチルヘキシル）マレート等を用いることができる。
【００２２】
　前記ウレタン（メタ）アクリレート樹脂としては、例えば、ポリオールとポリイソシア
ネートと水酸基を有する（メタ）アクリル化合物とを反応させて得られるものである。
【００２３】
　前記ポリオールとしては、例えば、アクリルポリオール、ポリカプロラクトンポリオー
ル、ポリブタジエンポリオール、ポリエーテルポリオール、ポリカーボネートポリオール
、ポリエステルポリオール等を用いることができる。
【００２４】
　前記ポリイソシアネートは、分子中にイソシアネート基を２個以上有するものであり、
例えば、フェニレンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート、トリレンジ
イソシアネート、ナフタレンジイソシアネート等の芳香族ジイソシアネートや、ヘキサメ
チレンジイソシアネート、リジンジイソシアネート、シクロヘキサンジイソシアネート、
イソホロンジイソシアネート、４，４’－ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート、キ
シリレンジイソシアネート、テトラメチルキシリレンジイソシアネート等の脂肪族または
脂肪族環式構造含有ジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、トリレンジイソシ
アネート、ジフェニルメタンジイソシアネート、フェニレンジイソシアネート、ポリフェ
ニレンポリメチレンポリイソシアネート、メチレンジフェニルジシソシアネートのホルマ
リン縮合体、４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネートのカルボジイミド変性体等の
芳香族系ポリイソシアネート等を用いることができる。
【００２５】
　前記水酸基を有する（メタ）アクリル化合物としては、例えば、２－ヒドロキシエチル
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（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、３－ヒドロキシ
ブチル（メタ）アクリレート、４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート等の水酸基を
有する（メタ）アクリル酸アルキルエステル、ポリエチレングリコールモノアクリレート
、ポリプロピレングリコールモノアクリレート等を用いることができる。
【００２６】
　なお、本発明において、「（メタ）アクリレート」とは、メタクリレートとアクリレー
トの一方又は両方をいい、「（メタ）アクリロイル基」とは、メタクリロイル基とアクリ
ロイル基の一方又は両方をいい、「（メタ）アクリル酸」とは、メタクリル酸とアクリル
酸の一方又は両方をいい、「（メタ）アクリル化合物」とは、アクリル化合物とメタクリ
ル化合物の一方又は両方をいう。
【００２７】
　前記ポリエステル（メタ）アクリレート樹脂は、１分子中に２個以上の（メタ）アクリ
ロイル基を有する飽和ポリエステルもしくは不飽和ポリエステルである。前記飽和ポリエ
ステルは、飽和二塩基酸と多価アルコールとを縮合反応させたものであり、また、前記不
飽和ポリエステルとは、α、β－不飽和二塩基酸と多価アルコールとを縮合反応させたも
のであり、いずれも末端に（メタ）アクリロイル基を有しているものである。
【００２８】
　前記飽和二塩基酸、α、β－不飽和二塩基酸及び前記多価アルコールは、前記不飽和ポ
リエステル樹脂で用いるものと同様のものを用いることができる。
【００２９】
　前記ポリエステル（メタ）アクリレート樹脂に（メタ）アクリロイル基を導入する方法
としては、（メタ）アクリル酸のグリシジルエステル化合物を用いることが好ましく、グ
リシジル（メタ）アクリレートを用いることが特に好ましい。
【００３０】
　前記ラジカル重合性樹脂（Ａ）としては、前記したものの中でも、常温硬化性を更に向
上できる観点から、エポキシ（メタ）アクリレート樹脂、ウレタン（メタ）アクリレート
樹脂、ポリエステル（メタ）アクリレート樹脂を用いることが好ましく、常温硬化性及び
引張り物性等の観点から、エポキシ（メタ）アクリレート樹脂、ポリエステル（メタ）ア
クリレート樹脂が更に好ましく、ポリエステル（メタ）アクリレート樹脂が特に好ましい
。
【００３１】
　前記ラジカル重合性単量体（Ｂ）は、前記ラジカル重合性樹脂（Ａ）の反応性希釈剤で
あり、例えば、（メタ）アクリル酸メチル、（メタ）アクリル酸エチル、（メタ）アクリ
ル酸ｎ－ブチル、（メタ）アクリル酸イソブチル、（メタ）アクリル酸ｔ－ブチル、（メ
タ）アクリル酸ヘキシル、（メタ）アクリル酸２－エチルヘキシル、（メタ）アクリル酸
ｎ－オクチル、（メタ）アクリル酸デシル、（メタ）アクリル酸２－ハイドロキシエチル
、（メタ）アクリル酸２－ハイドロキシプロピル、（メタ）アクリル酸β－エトキシエチ
ル、（メタ）アクリル酸２－シアノエチル、（メタ）アクリル酸シクロヘキシル、（メタ
）アクリル酸ジエチルアミノエチル、（メタ）アクリル酸ラウリル、（メタ）アクリル酸
ステアリル、ポリカプロラクトン（メタ）アクリレート、ジエチレングリコールモノメチ
ルエーテルモノ（メタ）アクリレート、ジプロピレングリコールモノメチルエーテルモノ
（メタ）アクリレート、２－エチルヘキシルカルビトール（メタ）アクリレート、ジシク
ロペンテニルオキシエチル（メタ）アクリレート、ジシクロペンテニル（メタ）アクリレ
ート、トリス（２－ヒドロキシエチル）イソシアヌル（メタ）アクリレート、フェノキシ
エチル（メタ）アクリレート等を用いることができる。これらのラジカル重合性単量体（
Ｂ）は、単独で用いても２種以上を併用してもよい。これらの中でも、（メタ）アクリル
酸メチル、ジシクロペンテニルオキシエチル（メタ）アクリレート、ジシクロペンテニル
（メタ）アクリレート、フェノキシエチル（メタ）アクリレートを用いることが好ましく
、常温硬化性や皮膚刺激性をより向上できる観点から、ジシクロペンテニルオキシエチル
メタクリレート、ジシクロペンテニルメタクリレート、フェノキシエチルメタクリレート
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が特に好ましい。
【００３２】
　前記ラジカル重合性樹脂（Ａ）と前記ラジカル重合性単量体（Ｂ）の質量割合［（Ａ）
／（Ｂ）］は、引張り物性等の観点から、２０～８０／８０～２０の範囲が好ましく、３
０～６０／７０～４０の範囲が更に好ましく、３０／７０～５０／５０の範囲が特に好ま
しい。
【００３３】
　前記アリルエステル化合物（Ｃ）は、常温硬化性及び引張り物性等の観点から必須の成
分であり、例えば、ジアリルフタレート、ジアリルイソフタレート、ジアリルテトラブロ
ムフタレート、トリアリルフタレート等を用いることができる。これらの中でも、常温硬
化性及び引張り物性を更に向上できる観点から、ジアリルフタレートが特に好ましい。
【００３４】
　前記アリルエステル化合物（Ｃ）の使用割合は、前記ラジカル重合性樹脂（Ａ）と前記
ラジカル重合性単量体（Ｂ）と前記アリルエステル化合物（Ｃ）の合計質量に対して１～
１０質量％の範囲であることが本発明の課題を解決するうえで必須である。前記アリルエ
ステル化合物（Ｃ）の使用割合が１質量％を下回る場合には、常温硬化性が不十分であり
、また、１０質量％を超えると引張り強度が低下するため、成形物を取り扱うことが困難
である。前記アリルエステル化合物（Ｃ）の使用割合としては、常温硬化性や引張り物性
、前記ラジカル重合性樹脂（Ａ）との相溶性等をより前記ラジカル重合性樹脂（Ａ）と前
記ラジカル重合性単量体（Ｂ）と前記アリルエステル化合物（Ｃ）の合計質量に対して１
～８質量％の範囲が更に好ましく、３～６質量％の範囲が特に好ましい。
【００３５】
　本発明のラジカル重合性樹脂組成物は、前記ラジカル重合性樹脂（Ａ）、前記ラジカル
重合性単量体（Ｂ）及び前記アリルエステル化合物を含有するが、必要に応じてその他の
添加剤を含有してもよい。
【００３６】
　前記その他の添加剤は、例えば、石油ワックス、硬化剤、硬化促進剤、酸化防止剤、老
化防止剤、顔料、チキソ性付与剤、溶剤、充填剤、プロセスオイル、可塑剤、紫外線防止
剤、補強材、骨材、難燃剤、安定剤等を用いることができる。これらの中でも、前記ラジ
カル重合性単量体（Ｂ）や前記アリルエステル化合物（Ｃ）との相溶性を向上させ、更に
常温硬化性や引張り物性を向上できる観点から、石油ワックスを含有することが好ましい
。また、常温硬化性を更に向上させる際には、硬化剤、硬化促進剤を含有することが好ま
しい。
【００３７】
　前記石油ワックスは、酸素による硬化阻害を防止するものであり、融点が４３～７２℃
の石油ワックス（Ｄ）を用いることが前記ラジカル重合性単量体（Ｂ）や前記アリルエス
テル化合物（Ｃ）との相溶性の観点から好ましく、融点が４８～６６℃の石油ワックスが
更に好ましく、４８～６０℃の石油ワックスが特に好ましい。前記石油ワックス（Ｄ）と
しては、具体的には、パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、ペトロラク
タム等を用いることができ、前記ラジカル重合性単量体（Ｂ）や前記アリルエステル化合
物（Ｃ）との相溶性の観点からパラフィンワックスを用いることが特に好ましい。なお、
前記石油ワックス（Ｄ）の融点は、ＪＩＳ　Ｋ２２３５に基づいて測定される融点を示す
。
【００３８】
　前記石油ワックス（D）の使用割合は、前記ラジカル重合性単量体（Ｂ）や前記アリル
エステル化合物（Ｃ）との相溶性の観点から、前記アリルエステル化合物（Ｃ）１００質
量部に対して１～３５質量％の範囲であることが好ましく、２～２０質量％の範囲が更に
好ましく、５～１０質量％の範囲が特に好ましい。
【００３９】
　前記硬化剤としては、常温硬化性の観点から有機過酸化物を用いることが好ましく、例



(7) JP 5845935 B2 2016.1.20

10

20

30

40

50

えば、ジアシルパーオキサイド系、パーオキシエステル系、ハイドロパーオキサイド系、
ジアルキルパーオキサイド系、ケトンパーオキサイド系、パーオキシケタール系、アルキ
ルパーエステル系、パーカーボネート系等を用いることができる。これらの硬化剤は、養
生条件等により適宜選択される。
【００４０】
　前記硬化剤の使用量としては、前記ラジカル重合性樹脂（Ａ）と前記ラジカル重合性単
量体（Ｂ）と前記アリルエステル化合物（Ｃ）の合計質量に対し、常温硬化性の観点から
０．５～１０質量％の範囲が好ましく、１～５質量％の範囲がより好ましい。
【００４１】
　前記硬化促進剤は、前記硬化剤の有機過酸化物をレドックス反応によって分解し、活性
ラジカルの発生を容易にする作用のある物質であり、例えば、ナフテン酸コバルト、オク
チル酸コバルト等のコバルト系有機酸塩、オクチル酸亜鉛、オクチル酸バナジウム、ナフ
テン酸銅、ナフテン酸バリウム等の金属石鹸類、バナジウムアセチルアセテート、コバル
トアセチルアセテート、鉄アセチルアセトネート等の金属キレート類、アニリン、Ｎ，Ｎ
－ジメチルアニリン、Ｎ，Ｎ－ジエチルアニリン、ｐ－トルイジン、Ｎ，Ｎ－ジメチル－
ｐ－トルイジン、Ｎ，Ｎ－ジメチル－ｐ－トルイジンのエチレンオキサイド付加物、Ｎ，
Ｎ－ビス（２-ヒドロキシエチル）－ｐ－トルイジン、４－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）
ベンズアルデヒド、４－［Ｎ，Ｎ－ビス（２-ヒドロキシエチル）アミノ］ベンズアルデ
ヒド、４－（Ｎ－メチル－Ｎ－ヒドロキシエチルアミノ）ベンズアルデヒド、Ｎ，Ｎ－ビ
ス（２－ヒドロキシプロピル）－ｐ－トルイジン、Ｎ－エチル－ｍ－トルイジン、トリエ
タノールアミン、ｍ－トルイジン、ジエチレントリアミン、ピリジン、フェニリモルホリ
ン、ピペリジン、Ｎ，Ｎ－ビス（ヒドロキシエチル）アニリン、ジエタノールアニリン等
のＮ，Ｎ－置換アニリン、Ｎ，Ｎ－置換－ｐ－トルイジン、４－（Ｎ，Ｎ－置換アミノ）
ベンズアルデヒド等のアミン類等を用いることができる。
【００４２】
　前記硬化促進剤の使用量としては、前記ラジカル重合性樹脂（Ａ）と前記ラジカル重合
性単量体（Ｂ）と前記アリルエステル化合物（Ｃ）の合計質量に対し、０．０５～５質量
％の範囲が好ましく、０．５～３質量％の範囲が更に好ましい。
【実施例】
【００４３】
　以下、本発明を実施例により詳細に説明する。
【００４４】
［合成例１］エポキシメタクリレート樹脂（Ａ－１）の合成
　温度計、撹拌機、不活性ガス導入口および還流冷却器を備えた四口フラスコにビスフェ
ノールＡとエピクロルヒドリンとの反応により得られたエポキシ当量であるエピクロン８
５０（ＤＩＣ（株）製）１８５０質量部、メタクリル酸８６０質量部、ハイドロキノン１
．３６質量部およびトリエチルアミン１０．８質量部を仕込み、１２０℃まで昇温させ、
同時間で１０時間反応させ、酸価３．５のエポキシメタクリレート樹脂（Ａ－１）を得た
。
【００４５】
［合成例２］ポリエステルメタクリレート樹脂（Ａ－２）
　温度計、撹拌機、不活性ガス導入口および還流冷却器を備えた四口フラスコにアジピン
酸９６９質量部、メチルテトラヒドロ無水フタル酸５５１質量部、ネオペンチルグリコー
ル６９０質量部を仕込み、エステル化触媒としてモノブチルチンオキシドを１１質量部添
加し、２０５℃で１１時間反応させた。その後、１４０℃まで冷却し、次いでグリシジル
メタクリレート９４１ｇを投入し、１０時間反応させ、ポリエステルメタクリレート樹脂
（Ａ－２）を得た。
【００４６】
［実施例１］
　前記エポキシメタクリレート樹脂（Ａ－１）を４０質量部、ジシクロペンテニルオキシ
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エチルタメクリレートを５５質量部、ジアリルフタレートを５質量部、融点が５４℃のパ
ラフィンワックスを０．３質量部を混合することでラジカル重合性樹脂組成物を得た。
【００４７】
［実施例２～３、比較例１～３］
　用いるラジカル重合性樹脂（Ａ）、ラジカル重合性単量体（Ｂ）、アリルエステル化合
物（Ｃ）の種類及び／又は量を表１に示すように変更した以外は、実施例１と同様にして
ラジカル重合性樹脂組成物を得た。
【００４８】
［常温硬化性の評価方法］
　常温硬化性の評価は、下記に示す［乾燥性時間］及び［ゲル化時間］より、［乾燥時間
］／［ゲル化時間］の値で評価した。
　なお、前記［乾燥性時間］／［ゲル化時間］の値により以下のように評価した。
　２．０以下である場合は、「◎」
　２．０を超えて３．０以下である場合は、「○」
　３．０を超える場合は、「×」
　測定できなかった場合は、「－」
【００４９】
［乾燥時間］
　実施例及び比較例で得られたラジカル重合性樹脂組成物５０質量部に対して、８％オク
チル酸コバルト０．２５質量部、パラトルイジン－エチレンオキサイド２モル付加物０．
５質量部、過酸化ベンゾイル０．５質量部を配合し、０．２５ｍｍ厚みの塗膜を２５℃の
ガラス板上にてアプリケーターを用いて作製し、塗膜表面の乾燥時間を指触により測定し
た。具体的には、塗膜作製後、脱脂綿を塗膜に３回押し付けても、脱脂綿が塗膜表面に残
らなくなるまでの時間（秒）を測定した。
　なお、引張り強度が不十分であり、成形物の取り扱いが困難であったものは、乾燥時間
が正確に測定できなかったため、「－」とした。
【００５０】
［ゲル化時間］
　実施例及び比較例で得られたラジカル重合性樹脂組成物５０質量部に対して、８％オク
チル酸コバルト０．２５質量部、パラトルイジン－エチレンオキサイド２モル付加物０．
５質量部、過酸化ベンゾイル０．５質量部を配合し、ビーカーに採取し、２５℃恒温水槽
中でゲル化するまでの時間（秒）を測定した。
　なお、引張り強度が不十分であり、成形物の取り扱いが困難であったものは、ゲル化時
間が正確に測定できなかったため、「－」とした。
【００５１】
【表１】
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【００５２】
　本発明のラジカル重合性樹脂組成物である実施例１～３のものは、常温硬化性に優れる
ことが分かった。
　一方、比較例１及び２は、アリルエステル化合物を含有しない態様であるが、常温硬化
性が不良であることが分かった。
　また、比較例３は、アリルエステル化合物の量が多い態様であるが、引張り強度が不十
分であり、成形物の取り扱いが困難であることが分かった。



(10) JP 5845935 B2 2016.1.20

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０６－１８４４４８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５４－０２１４２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－１０６１６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－３２６９３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１１／０４８９７０（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開昭４８－１６４４１８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ０８Ｆ　２９０／００－２９０／１４　　　　
              Ｃ０８Ｆ　２８３／０１　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

